
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
居
宅
介
護
支
援

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
四

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
四

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
五

公

告

○
都
市
計
画
事
業
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
六

公
安
委
員
会

○
交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
警

務

課
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

有
限
会
社
ユ

ア
ホ
ー
ム

北
津
軽
郡
板
柳
町

大
字
掛
落
林
字
前

田
二
六
三

通
所
介
護
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
ラ
イ
ラ
ッ

ク

五
所
川
原
市
大
字

福
山
字
実
吉
七
二

の
三

平
成
三〇･
四･
一

Ａ
Ｋ
Ｙ
合
同

会
社

黒
石
市
馬
場
尻
東

二
五
の
一
六

訪
問
介
護
Ａ
Ｋ
Ｙ
訪
問

介
護

黒
石
市
追
子
野
木

三
丁
目
二
一
五
の

一

〃

株
式
会
社
エ

コ
ー

十
和
田
市
東
一
番

町
六
の
五
一

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

サ
ー
ビ
ス
付

高
齢
者
住
宅

リ
ゾ
ー
ト

「
き
ず
な
」

十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
一
本
木
沢

一
九
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
東
北
赤
松

福
祉
会

上
北
郡
東
北
町
字

往
来
ノ
下
三
四

通
所
介
護
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

え
び
さ
わ

上
北
郡
東
北
町
字

外
蛯
沢
前
平
六
六

の
一

〃

有
限
会
社

ア
・
ジ
ェ
ン

ト

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
一
五
の
四
福
祉
用
具

貸
与

有
限
会
社

ア
・
ジ
ェ
ン

ト

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
一
五
の
四
〃

有
限
会
社

ア
・
ジ
ェ
ン

ト

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
一
五
の
四
特
定
福
祉

用
具
販
売
有
限
会
社

ア
・
ジ
ェ
ン

ト

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
一
五
の
四
〃

青
森
県
報
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第
四
千
四
百
三
十
七
号

平
成
三
十
年

四
月
十
三
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
三
百
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居

宅

サ
ー
ビ

ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

社
会
福
祉

法
人
あ
じ

さ
い
会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
三
廐
新
町
八
訪
問
入

浴
介
護

外
ヶ
浜
町

三
廐
高
齢

者
生
活
福

祉
セ
ン

タ
ー
寿
楽

園

東
津
軽
郡
外
ヶ

浜
町
字
三
廐
新

町
七

平
成
三〇･
三･一五
平
成
三〇･
三･三一

株
式
会
社

え
が
お

黒
石
市
大
字
牡
丹

平
字
福
民
西
六
一

の
一

訪
問
介

護

訪
問
介
護

事
業
所
ほ

ほ
え
み

黒
石
市
大
字
牡

丹
平
字
福
民
西

六
一
の
一

三〇･
二･一三
〃

株
式
会
社

え
が
お

黒
石
市
大
字
牡
丹

平
字
福
民
西
六
一

の
一

訪
問
看

護

訪
問
看
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ほ

ほ
え
み

黒
石
市
大
字
牡

丹
平
字
福
民
西

六
一
の
一

〃

〃

社
会
福
祉

法
人
鯵
ケ

沢
町
社
会

福
祉
協
議

会

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

後
家
屋
敷
九
の
四
通
所
介

護

鯵
ケ
沢
町

社
会
福
祉

協
議
会
指

定
通
所
介

護
事
業
所

西
津
軽
郡
鰺
ケ

沢
町
大
字
舞
戸

町
字
後
家
屋
敷

九
の
四

三〇･
三･二三
〃

株
式
会
社

エ
コ
ー

十
和
田
市
東
一
番

町
六
の
五
一

訪
問
介

護

Ｊ
Ａ
十
和

田
お
い
ら

せ
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
ス

テ
ー
シ
ョ

ン
「
き
ず

な
」

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
一
本

木
沢
一
九
の
一

サ
ー
ビ
ス
付
高

齢
者
住
宅
リ

ゾ
ー
ト
「
き
ず

な
」
内

〃

〃

青
森
県
告
示
第
三
百
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
八
十
五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

株
式
会
社

え
が
お

黒
石
市
大
字
牡
丹

平
字
福
民
西
六
一

の
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

所
ほ
ほ
え

み

黒
石
市
緑
ケ
丘
九

二
の
二

平
成
三〇･
二･一三
平
成
三〇･
三･三一

有
限
会
社

か
ず
さ

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
六
丁
目
九
の

一
二
七
九

居
宅
介
護

支
援
事
業

所
か
ず
さ

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
六
丁
目
九
の

一
二
七
六
サ
ン
パ

レ
ス
Ａ
の
一
の
一

二九･
五･二二
二九･
六･三〇

有
限
会
社

さ
く
ら

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
亀
山

七
七
七
の
一
六
四

さ
く
ら
介

護
支
援
相

談
室

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
亀
山

七
七
七
の
一
六
四

三〇･
二･二八
三〇･
三･三一

社
会
福
祉

法
人
十
和

田
湖
会

十
和
田
市
大
字
奥

瀬
字
下
川
目
二
の

九

在
宅
介
護

支
援
セ
ン

タ
ー
湖
楽

園

十
和
田
市
大
字
奥

瀬
字
下
川
目
二
の

五
八

三〇･
三･
六
〃

社
会
福
祉

法
人
桜
木

会

む
つ
市
中
央
二
丁

目
一
三
の
一
五

中
央
サ

ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
さ

く
ら
ぎ

む
つ
市
中
央
二
丁

目
五
の
二
八

三〇･
二･二三
〃

青
森
県
告
示
第
三
百
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
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次
の
と
お
り
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
開
設
者

介

護

老

人

福

祉

施

設

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法
人

吉
幸
会

三
戸
郡
五
戸
町
字

苗
代
沢
三
の
六
六

〇

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
ゆ
う
な
ぎ

の
里

下
北
郡
佐
井
村
大

字
佐
井
字
原
田
五

五
の
二

平
成
三〇･
四･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

有
限
会
社

ア
・
ジ
ェ
ン

ト

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
一
五
の
四
介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

有
限
会
社

ア
・
ジ
ェ
ン

ト

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
一
五
の
四
平
成
三〇･
四･
一

有
限
会
社

ア
・
ジ
ェ
ン

ト

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
一
五
の
四
特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売
有
限
会
社

ア
・
ジ
ェ
ン

ト

十
和
田
市
西
二
十

三
番
町
一
五
の
四
〃

青
森
県
告
示
第
三
百
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

社
会
福
祉

法
人
あ
じ

さ
い
会

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜

町
字
三
廐
新
町
八
介
護
予

防
訪
問

入
浴
介

護

外
ヶ
浜
町

三
廐
高
齢

者
生
活
福

祉
セ
ン

タ
ー
寿
楽

園

東
津
軽
郡
外
ヶ

浜
町
字
三
廐
新

町
七

平
成
三〇･
三･一五
平
成
三〇･
三･三一

株
式
会
社

え
が
お

黒
石
市
大
字
牡
丹

平
字
福
民
西
六
一

の
一

介
護
予

防
訪
問

介
護

訪
問
介
護

事
業
所
ほ

ほ
え
み

黒
石
市
大
字
牡

丹
平
字
福
民
西

六
一
の
一

三〇･
二･一三
〃

株
式
会
社

え
が
お

黒
石
市
大
字
牡
丹

平
字
福
民
西
六
一

の
一

介
護
予

防
訪
問

看
護

訪
問
看
護

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ほ

ほ
え
み

黒
石
市
大
字
牡

丹
平
字
福
民
西

六
一
の
一

〃

〃

有
限
会
社

さ
く
ら

北
津
軽
郡
中
泊
町

大
字
中
里
字
亀
山

七
七
七
の
一
六
四
介
護
予

防
通
所

介
護

デ
イ
サ
ー

ビ
ス
さ
く

ら

北
津
軽
郡
中
泊

町
大
字
中
里
字

亀
山
七
七
七
の

一
六
四

三〇･
二･二八
〃

株
式
会
社

エ
コ
ー

十
和
田
市
東
一
番

町
六
の
五
一

介
護
予

防
訪
問

介
護

Ｊ
Ａ
十
和

田
お
い
ら

せ
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
ス

テ
ー
シ
ョ

ン
「
き
ず

な
」

十
和
田
市
大
字

三
本
木
字
一
本

木
沢
一
九
の
一

サ
ー
ビ
ス
付
高

齢
者
住
宅
リ

ゾ
ー
ト
「
き
ず

な
」
内

三〇･
二･二三
〃
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青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一〇〇一

二一七

平
成
三〇･
三･二九
医
療
法
人

済
寿
会

黒
石
市
寿

町
四
三
の

三

介
護
老
人

保
健
施
設

あ
し
た
ば

の
里
・
黒

石

黒
石
市
末

広
六
の
一
平
成
三〇･
四･
一
介
護
老
人

保
健
施
設

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

あ
お
い
も
り
薬
局

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
住
吉
四
丁
目
五

〇
の
二
一
一
〇

平
成
三〇･
三･
一

ち
び
き
薬
剤
セ
ン
タ
ー

上
北
郡
東
北
町
字
板
橋
山
一
の
三
〇

〃

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

有
限
会
社

ボ
ー
ル
ハ
ー

ル
ト

平
川
市
柏
木
町
東

田
四
四
の
六

居
宅
介
護
訪
問
介
護
南

津
軽

平
川
市
本
町
平
野

二
四
の
一
第
二
平

野
ビ
ル
二
階

平
成
三〇･
四･
一

有
限
会
社

ボ
ー
ル
ハ
ー

ル
ト

平
川
市
柏
木
町
東

田
四
四
の
六

重
度
訪
問

介
護

訪
問
介
護
南

津
軽

平
川
市
本
町
平
野

二
四
の
一
第
二
平

野
ビ
ル
二
階

〃

社
会
福
祉
法

人
青
森
県
す

こ
や
か
福
祉

事
業
団

青
森
市
中
央
三
丁

目
二
〇
の
三
〇

就
労
定
着

支
援

就
労
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー

さ
つ
き

東
津
軽
郡
平
内
町

大
字
茂
浦
字
向
田

二
四

〃

社
会
福
祉
法

人
あ
ー
る
ど
五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
三
八

の
一
三

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
稲
実
五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
三
八

の
一
三

〃

社
会
福
祉
法

人
あ
ー
る
ど
五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
三
八

の
一
三

居
宅
介
護
び
ー
た
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
あ
ー
る
ど
五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
三
八

の
一
三

行
動
援
護
び
ー
た
ヘ
ル

パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
あ
ー
る
ど
五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
三
八

の
一
三

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
び
ー

た

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
三

〃

社
会
福
祉
法

人
あ
ー
る
ど
五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
三
八

の
一
三

生
活
介
護
は
た
ら
び
ー

た

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
一
〇
〃

社
会
福
祉
法

人
あ
ー
る
ど
五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
三
八

の
一
三

就
労
継
続

支
援
Ｂ
型
は
た
ら
び
ー

た

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
一
〇
〃
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青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
ニ

チ
イ
学
館

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
二
丁

目
九

同
行
援
護
ニ
チ
イ
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
む

つ

む
つ
市
大
字
関
根

字
北
関
根
二
○
五

の
四

平
成
三〇･
三･三一

社
会
福
祉
法

人
三
笠
苑

平
川
市
館
田
西
和

田
一
九
五

居
宅
介
護
石
川
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
弘
前
市
大
字
堀
越

字
柳
元
二
九
三
の

一

三〇･
四･三〇

社
会
福
祉
法

人
三
笠
苑

平
川
市
館
田
西
和

田
一
九
五

居
宅
介
護
浦
町
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
黒
石
市
浦
町
一
丁

目
八
二

〃

特
定
非
営
利

活
動
法
人
し

お
ん

弘
前
市
大
字
大
原

二
丁
目
八
の
二
〇
就
労
継
続

支
援
Ａ
型
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
カ
フ
ェ

ら
み
ぃ

弘
前
市
大
字
安
原

三
丁
目
二
の
一
七
〃

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

け
ん
こ
う
調
剤
薬
局

弘
前
市
大
字
三
岳
町
六
の
三
一

平
成
三〇･
三･三一

青
森
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

公

告
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ゆ
う
き
青
森
農
業
協
同
組
合
野
辺
地

支
所

ゆ
う
き
青
森
農
業
協
同
組
合
ら
く
の

う
支
所

ゆ
う
き
青
森
農
業
協
同
組
合
天
間
林

支
所

ゆ
う
き
青
森
農
業
協
同
組
合
六
ケ
所

支
所

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地

上
北
郡
野
辺
地
町
字
大
月
平

上
北
郡
七
戸
町
字
森
ノ
上

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼

ゆ
う
き
青
森
農
業
協
同
組
合
野
辺
地

支
店

ゆ
う
き
青
森
農
業
協
同
組
合
天
間
林

支
店

ゆ
う
き
青
森
農
業
協
同
組
合
六
ケ
所

支
店

上
北
郡
野
辺
地
町
字
野
辺
地

上
北
郡
七
戸
町
字
森
ノ
上

上
北
郡
六
ケ
所
村
大
字
平
沼



都
市
計
画
事
業
の
変
更
認
可

む
つ
都
市
計
画
事
業
の
変
更
認
可
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
八
日
東
北
地
方
整
備
局
告

示
第
八
十
二
号
で
告
示
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

む
つ
都
市
計
画
道
路
事
業
（
一
・
五
・
一
号
む
つ
横
浜
線
）

二

施
行
者
の
名
称

青
森
県

三

事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

事
業
地
の
所
在

１

収
用
の
部
分

平
成
二
十
九
年
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
五
十
七
号
の
事
業
地
の
う
ち
青
森
県
上
北
郡
横
浜

町
字
林
ノ
脇
、
字
太
郎
須
田
、
字
三
保
野
及
び
字
上
イ
タ
ヤ
ノ
木
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変

更
す
る
。

２

使
用
の
部
分

平
成
二
十
九
年
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
五
十
七
号
の
事
業
地
の
う
ち
青
森
県
上
北
郡
横
浜

町
字
林
ノ
脇
及
び
字
三
保
野
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

公

安

委

員

会

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
四
月
十
三
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

子

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
八

月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）
（
交
番
の
名
称

及
び
位
置
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）
（
交
番
の
名
称

及
び
位
置
）

所
轄
警
察
署

名

称

位

置

所
轄
警
察
署

名

称

位

置

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

鰺
ケ
沢
警
察

署

深
浦
交

番

西
津
軽
郡
深
浦

町
大
字
深
浦
字

岡
崎
三
百
三
十

三
番
地
五
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